
中小企業者の経営の安定を図ることを目的として、市内の中小企業者が起業時に創業資
金として借入れた借入金に対して利子補給を行います。

問合せ先 天草市役所産業政策課 TEL:0969-32-6786

申請の流れ 必要書類

補助対象者
・天草市内に本店を有する中小企業者または住所を有する個人事業主で
市内で事業を営む者

・融資時点で創業日、法人設立日、開業日、営業開始日のいずれか早い日から
起算して１年未満の者

・市税に滞納がない者

補助額
利子の

１０／１０
上限

４０万円／年

補助期間

３年以内

３６回分

上限額
融資

2,000万円
利子

年３.０%以内

算定期間

１月１日〜１２月３１日

提出期限
２月末日まで
※休日に重なる場合は翌日の平日まで

①金融機関へ対象資金の借入れ
②必要書類の準備
③市内商工団体を通じて申請
※交付確定後、交付請求書の提出が必要です。

①交付申請実績報告書（様式第1号）
②創業計画書（様式第2号）
③資金借入契約書等借入れを証する書類の写し
および償還計画書等の写し

④支払実績証明書（様式第3号）
⑤支援機関による確認書（様式第4号）
⑥市税納付状況調査同意書（様式第5号）

申請先

天草市起業創業資金利子補給補助金

本渡商工会議所 TEL:0969-23-2001 栄町1-25
牛深商工会議所 TEL:0969-73-3141 牛深町215-1
天草市商工会 TEL:0969-33-7312 本渡町本渡2547-2(本所)

初回返済日から


